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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スプール（３０）とトーションバー（５０）を有しており、前記トーションバーは第１
および第２の端部構造部（５２ｂ、５２ａ）を備えており、前記第１の端部構造部（５２
ｂ）は前記スプールに連結されており、前記トーションバーは、前記両端部構造部間に位
置しており、大きめの金属棒を、中央付近で長手方向に配向させられた粒子構造を有する
、直径を小さくされた棒へと押出し成形することによって形成され、前記棒が焼きなまさ
れ、所定の動作をするようにねじられた可鍛性の細長い本体（５２）をさらに有するシー
トベルトリトラクタ（２０）。
【請求項２】
　前記端部構造（５２ａ，５２ｂ）は冷間頭部すえ込み工程によって形成されている、請
求項１に記載のシートベルトリトラクタ（２０）。
【請求項３】
　前記第２の端部構造部は、衝突中、前記第１の端部構造部と前記スプールが回転するの
を可能にし、同時に前記スプールの周りに巻かれたシートベルト（３６）を規制可能に伸
ばせるようにしつつ、前記トーションバーの前記第２の端部構造部が回転するのを妨げる
ようにロックするロックホィール組立体（８４）に連結されている、請求項２に記載のシ
ートベルトリトラクタ（２０）。
【請求項４】
　前記トーションバーは約１８０度ねじられている、請求項１に記載のシートベルトリト
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ラクタ（２０）。
【請求項５】
　フレーム（２２）と、
前記フレームに対して回転可能に支持されており、ねじられたときに所定の反トルクを発
生する、押出し成形された、直径が小さい中央部（５２）を有する、弾性変形領域と、塑
性変形領域の急な開始とを特徴とするトーションバー（５０）と、
前記トーションバーと共に回転するように動作可能に連結されたスプール（３０）と、
乗物の衝突の間作動可能であり、前記トーションバーの第１の部分に作動可能に連結され
、前記トーションバーと前記スプールが回転するのを少なくとも一時的に停止させるロッ
ク手段（８０）とを有し、
前記スプールは、その上に位置するシートベルトを有しており、前記トーションバーの前
記第１の部分が回転するのを妨げるように前記ロック手段が作動させられ、前記シートベ
ルトに荷重が加えられた場合に、前記スプールと前記トーションバーは、前記トーション
バーによってそれがねじれたときに発生する反力によって抗して、シートベルトが伸びる
方向に回転することができるシートベルトリトラクタ（２０）。
【請求項６】
　前記トーションバー（５０）は、前記リトラクタ内に設置される前に、前記トーション
バーの粒子構造を長手方向に配向させるのに十分な予備応力を受けている、請求項５に記
載のシートベルトリトラクタ（２０）。
【請求項７】
　前記トーションバー（５０）は、前記リトラクタ内に設置される前に、塑性変形領域の
急な開始を生じさせるのに十分な予備応力を受けている、請求項５に記載のシートベルト
リトラクタ（２０）。
【請求項８】
　前記トーションバー（５０）は円形断面を有する、請求項５に記載のシートベルトリト
ラクタ（２０）。
【請求項９】
　シートベルトを所定長さ保持し、トーションバー（５０）を有するスプール（３０）を
有し、前記トーションバーは第１および第２の端部構造部（５２ｂ，５２ａ）を備えてお
り、前記第１の端部構造（５２ｂ）は前記スプールにこれを駆動するように連結されてお
り、
　前記トーションバーは、前記両端部構造部間に位置しており、大きめの金属棒を、前記
トーションバー（５０）の中央付近の粒子構造が長手方向に配向させられた、直径を小さ
くされた棒へと押出し成形することによって形成された可鍛性の細長い本体（５２）をさ
らに有しており、前記棒は、焼きなまされ、所定の動作をするようにねじられており、前
記リトラクタは、衝突時に乗物に乗っている人が前方に動くのに抗する反力を前記ベルト
上に発生し、前記反力は、前記シートベルトが前記スプールから伸びる期間にわたって概
ね一定であるシートベルトリトラクタ（２０）。
【請求項１０】
　前記スプール（３０）の有効直径が前記リトラクタの動作中に変わる、請求項９に記載
のシートベルトリトラクタ（２０）。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、概してトーションバーを有するシートベルトリトラクタに関する。
【０００２】
従来型のシートベルトリトラクタは、回転可能に取り付けられたスプールを備えたフレー
ムを有している。このスプールは通常、それぞれが、対応するロック歯止めに係合してロ
ックされる複数の歯を有する、１つまたは２つ以上のロックホィールを備えている。ロッ
ク歯止めまたはロックつかみ金は、フレームに回転可能に取り付けられており、ロックホ
ィールの歯との係合解除位置から係合位置に移動することができる。この種のリトラクタ
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では、スプールが一旦ロックされると、スプールのそれ以上の回転は妨げられる。当業者
には、乗物に乗っている人が、ロックされたリトラクタに荷重を加えると、シートベルト
が応力を受けて張られ、シートベルトがそれ自身の上を滑る（いわゆるフィルムスプール
効果）ため、この種のリトラクタでは、乗物に乗っている人の、全ての前方への動きが止
められるわけではないことが理解される。
【０００３】
しかし、エネルギーを吸収するリトラクタを用いた場合には、スプールとそれに関連する
機構は回転することができ、シートベルトは、乗物に乗っている人によってシートベルト
に加えられた荷重に応答して規制可能に伸びることができる。乗物に乗っている人の前方
への動きは、リアクタ内で発生する反力または反トルクによって制限され、張られたシー
トベルトによって緩和される。このようにして、シートベルトの伸びと乗物に乗っている
人の前方への動きが規制される。エネルギーを吸収するシートベルトリトラクタには、圧
縮可能なブッシュまたはトーションバーのような変形可能な部材がたいてい用いられる。
いずれの場合も、弾性限界を超えて、動いている、乗物に乗っている人によってシートベ
ルトに加えられる力によってリトラクタスプールに伝達されるトルクに対する所望の（理
論的には一定の）反トルクを発生する作用をする塑性範囲または塑性領域までブッシュが
つぶれるか、またはトーションバーがねじれる。
【０００４】
エネルギー吸収式リトラクタの目標は、乗物に乗っている人の前方への動きに抗する概ね
一定の反力を発生し、衝突の間、すなわち、乗物に乗っている人によってシートベルトに
荷重が加えられている全時間の間、この反力を発生できるようにすることである。理論的
には、このことは、一定の塑性領域で常に動作するクラッシュブッシュまたはトーション
バーを使用することによって実現することができる。
【０００５】
トーションバーの場合、シートベルトリトラクタ内では、トーションバーの一端がロック
ホィールに固定して取り付けられ、他端がリトラクタスプールに固定されている。衝突の
間、ロックホィールは、ロックホィールの歯内にロックつかみ金またはロック歯止めを挿
入することによって回転しないようにされる。乗物に乗っている人によってシートベルト
に荷重が加えられると、スプールは、トーションバーがねじれる際にトーションバー内に
発生する反トルクに抗して回転しようとする。発生する反トルクは、トーションバーが回
転させられる、すなわちねじれる量のみならず、トーションバーの物性にも依存する。
【０００６】
より具体的には、トーションバーによって発生する反トルクは、トーションバーが弾性領
域または弾性範囲にあるか、遷移領域または遷移範囲にあるか、または塑性領域または塑
性範囲にあるかに応じて変化する。前述のように、理想的なトーションバーでは、弾性範
囲は急勾配（無限に急な勾配または変位曲線であることが好ましい）を特徴とし、塑性範
囲は、弾性領域からの急な遷移を有する完全に一定のトルク変位領域を特徴とする。この
理想的なトーションバーと、対応するシートベルトリトラクタでは、一旦トーションバー
の第１の端部がロックされスプールに荷重が加えられると、トーションバーは、その弾性
範囲（図１の曲線１００を参照）から、シートベルトが伸ばされる際にリトラクタによっ
て一定の反力が発生するように作用する塑性範囲にただちに遷移する。
【０００７】
従来技術のトーションバーは、多数の異なる製造方法を用いて作製されている。１つの方
法では、非常に大きな金属棒が、その直径を所望の寸法に小さくするように機械加工され
る。その後、端部構造部が、冷間圧延によってなどして、機械加工された棒上に形成され
る。棒を機械加工することによって、通常は一様でない、応力の立上がりが生じる場合が
あり、機械加工された棒を冷間圧延することによって、金属の粒子構造が望ましくないよ
うに再配向されると考えられている。トーションバー内の応力分布をより一様にするため
に、最終製品のコストを高くする焼きなましステップがしばしば用いられる。しかし、こ
の種のトーションバーは、弾性領域、長く伸びた弾性／塑性遷移領域、および塑性領域を
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有する、図１の曲線１０２に示されているのと同様のトルク変位特性曲線を示すため、本
発明の目的を達成しない。他の製造方法では、トーションバーは、金属棒またはワイヤ（
大径）が所望の寸法よりも小さい直径を有する冷間成形工程を用いて作製される。所望の
直径よりも小さい棒は、所望のより大きな直径を有する棒へと膨張させられる。この種の
棒は試験されており、図１の曲線１０２と同様のトルク変位特性曲線を示す。従来技術で
は、短縮されたすなわち急な弾性／弾性遷移領域を有するトーションバーを作製する方法
も提案されている。この方法では、事前に機械加工された、または事前に形成されたトー
ションバーが、シートベルトリトラクタ内に設置される前に（降伏トルクレベルを超えて
事前にトルクを加える、すなわち事前にねじることによって）硬化加工される。この技法
の１つの潜在的な欠点は、事前にねじることによって、リトラクタ内に設置された後、衝
突時に、トーションバーがさらにねじられることのできる有効範囲が狭くなることである
。
【０００８】
シートベルトリトラクタ内で用いられるトーションバーを作製する他の方法が従来から提
案されている。このトーションバーは、両端部構造部間に位置しており、非常に大きな金
属棒を、中央付近で長手方向に配向させられた粒子構造を有する、直径が小さい棒へと押
出し成形することにより棒の材料に予備応力を加えることによって形成された、可鍛性の
細長い本体から形成される。このトーションバーの端部構造部は、冷間頭部すえ込み工程
によって形成されていた。この工程では、冷間頭部すえ込みされた棒は焼きなまされてい
なかった。この工程では、冷間頭部すえ込みによってトーションバーの中央部分の長手方
向の粒子構造が乱されることはなかった。
【０００９】
冷間頭部すえ込みされた構造部を有する棒の材料が最初に押出し成形された場合、しかし
、本発明者が最初に提案したように、その後、トーションバーが、粒子構造を増大させな
い温度または持続時間以外ではない温度または持続時間で焼きなまされ、事前にねじられ
た場合、優れた結果を期待できることが分かっている。
【００１０】
（発明の詳細な記述）
図３ａおよび３ｂは、本発明によって作製されたトーションバーを示している。トーショ
ンバー５０は、中央本体５２と、トーションバーがそれぞれスプリングアーバおよびつめ
車本体とはめ合わせられるのを可能にする端部構造部５２ａ，５２ｂとを備えている。ト
ーションバー５０は、円直径を有する金属棒（または大径のワイヤ）から作製されている
。好ましい実施形態では、この棒またはワイヤは、ＡＩＡＩ／ＳＡＥ１００５修正（ＣＨ
Ｑ）グレードのワイヤまたは材料から作製される。このワイヤまたは材料は、ロックウェ
ルＢ値が５０～７０、好ましくは６０～６５の範囲の、公知の熱間圧延されたアルミニウ
ムキルド微粒子スフェリダイズド焼きなまし鋼を用いて形成される。この金属は、最大継
ぎ目深さが０．１ｍｍの表面仕上げを有する必要がある。引張り強さは１ｃｍ2当たり２
８１２～４２１８ｋｇである必要がある。この棒の材料の最大化学組成は、炭素０．０６
、マンガン０．３５、リン０．０２、硫黄０．０２、シリコン０．１、銅０．０１、クロ
ム０．０８、モリブデン０．０４、およびアルミニウム０．０６であることが好ましい。
伸びは５ｃｍで２５％である。最大粒径は５である。棒の材料の直径は９．５２５～１１
．０９９ｍｍである。この金属は、十分な可鍛性を有し、粒子構造が概ね長手方向に配向
しているため選択される。
【００１１】
金属棒１１０の初期の直径Ｄｉ（図３ａ参照）は、トーションバー５０の所望の、すなわ
ち最終の直径Ｄｄよりも約５％大きい。トーションバーの最終の直径は約１ｃｍ（９．８
ｍｍ）である。トーションバーの最終の直径は、棒１１０（図３ａ参照）が金型（不図示
）から部分的に押出し成形される冷間成形押出し工程を用いて得られ、次に所望の長さに
切断される。この押出し工程またはステップの間、金属棒１１０の粒子構造は、概ね長手
方向に配向したままである。参照番号５３は、長手方向の粒子構造の典型的なパターンを
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概略的に示している。すなわち、粒子構造は、トーションバー５０の軸１１２に実質的に
平行に配向している。最初の棒またはワイヤの材料の粒子構造が長手方向に配向していな
い場合でも、この押出し工程によって粒子構造はそのように配向させられる。
【００１２】
棒１１０の直径を所望の寸法に縮小した後、棒の端部が、端部構造部５２ａ，５２ｂを形
成するように冷間頭部すえ込みされる。これらの構造は、複数のステップの工程で形成す
ることも、あるいは単一のステップで形成することもできる。図４ａおよび４ｂは、各端
部構造部の端面図を示している。端部構造部５２ａは、複数のスプライン５６ａが形成さ
れた、直径が大きくなった部分を備えている。端部構造５２ｂは、スプライン５６と、図
５に示されているようにスプリングアーバ６０を受容する手段を構成する一体に形成され
た少なくとも１つのくぼみまたは溝５８を有する大きくなった部分を備えている。直径が
大きくなった、スプラインが形成された部分５６ａ、５６ｂを形成するのに用いられる冷
間頭部すえ込み工程は、長手方向の粒子構造を棒内に維持するのみならず、この材料の粒
子構造に半径方向の成分を付加する。しかし、遷移部分５５，５７（図３ｂ参照）によっ
て粒子構造および応力分布の不連続性が防止されると考えられている。その後、上記のよ
うに形成されたトーションバーは、棒の粒径を乱さない温度および持続時間で焼きなまさ
れる。残念なことに、この焼きなまされたトーションバーは、所望の厳密なトルク変位曲
線を与えない。この曲線（図２の試験データ参照）は、特徴的に低降伏点を示す。この低
降伏点の実際上の結果として、焼きなまされたトーションバーは、早すぎる時期に変形す
る場合がある。
【００１３】
トーションバーは、焼きなまされた後でねじることによって再び予備応力を加えられる。
（９．８ｍｍの直径のトーションバーの円形棒として形成された）上述の棒材料で、（端
部構造部の先端から先端までの）全長が５８．３ｍｍの場合、この棒は０．５回転だけね
じられる。結果として得られた試験データが図２ａに示されている。図を見るとわかるよ
うに、図２に示されている低降伏点がなくなっている。この棒によってその塑性領域で発
生するトルクは、１度当たり約０．００６７Ｎｍの勾配でいくらか線形に増加している。
その後このトーションバーを試験したところ、低降伏点を除去した効果によって衝突時の
運動性能が改善されることが確認された。図２ａの曲線２００によって示されている試験
データを再び参照すると、トーションバー７０の弾性挙動と塑性挙動との間の遷移領域が
大幅に小さくなったことが示されており、これは上述のように事前にねじることによって
達成される。事前のねじりの量はたいてい、棒の選択された直径、長さ、および材料と共
に変わる。
【００１４】
トーションバーとエネルギーを吸収するシートベルトリトラクタ２０の主要構成部材の構
成を示す図５を参照する。リトラクタ２０は、第１および第２の側面２４ａ，２４ｂ、お
よび背面２４ｃを備えたフレーム２２を有しており、第１および第２の側面は、それぞれ
の第１の開口部２８ａおよび２８ｂをそれぞれ備えている。リトラクタ２０は、フレーム
に回転するように支持された中空のスプール３０も備えている。スプール３０は、中央本
体３２と、中央本体のそれぞれの端部にある向かい合うフランジ３４ａ，３４ｂを備えて
いる。中央本体は、一端に形成されたスプライン４２を有する中空穴４０を備えている。
本体は、ある長さのシートベルト（シートベルト帯ひも）３６の端部を受容し、しっかり
と固定する、公知の構造のスロット（不図示）のような手段も備えている。参照番号３６
ａは、スプールの周りに巻かれたシートベルト３６のいくつかの層を指している。
【００１５】
トーションバー５０は穴４０内に受容されている。このトーションバーは、中央本体５２
と端部構造部５２ａ，５２ｂを備えている。前述のように、端部構造部５２ｂは、（スプ
ールのスプライン４２に伝動するように係合する）スプライン５６を備えている。くぼみ
または溝５８（図４ｂも参照）は、スプリングアーバ６２の駆動キー６０を受容する。ス
プリングアーバは、巻返しばね６６の内側端部が受容されるスロット６４を備えている。
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巻返しばねの外側端部はばねカバー６８にしっかりと固定されている。このカバーは、フ
レームの側面２４ｂにしっかりと固定されており、フレームの開口２８ｂ内に受容される
円形突起７０を備えている。この円形突起は、スプリングアーバ６２、トーションバー５
０、およびスプール３０を回転するように支持するブッシュとして機能する。スプールは
、トーションバー５０のスプライン４２付近に位置する向かい合うポケット３８を備えて
いる。トーションバーが適当な位置にある状態で、スプール３０を、スプールのスプライ
ン４２とトーションバーのスプライン５６ｂを押し付けるように局所的に変形するために
、ポケットに工具が挿入される。
【００１６】
緊急ロックリトラクタ（ＥＬＲ）は様々なつめ車組立体またはロックホィール組立体を備
えている。本発明で用いる厳密な種類は特に重要ではない。当該技術分野で知られている
ように、つめ車組立体は、ロック歯止めを、シートベルトの伸びを停止させるためにつめ
車またはロックホィール上の歯と係合させるためのセンサ手段を備えている。このような
手段は通常、所定のレベルを超える乗物の減速を検知する乗物センサまたは慣性センサと
、シートベルト（帯ひも）が所定のレベルを超える速度でスプールから引き出されたとき
に、リトラクタのロックを開始するように作動させられるウエブセンサの使用を含んでい
る。つめ車組立体またはロックホィール組立体は、ロックカップをリトラクタシャフトに
（本実施形態の場合はトーションバーに）結合する、プラスチックまたは金属製のつめ車
に係合する１つまたは２つ以上のプラスチック製センサ歯止めを用いてもよい。ロックカ
ップをシャフト（トーションバー）に結合すると、このロックカップは回転する。ロック
カップの運動によって、荷重を吸収する、通常は金属製のロック歯止めが、荷重を吸収す
る金属製のロックホィールに係合する位置に動かされ、したがって、一時的（トーション
バーのようなエネルギーを吸収する部材を使用している場合）にせよ、シートベルトの伸
びが停止される。本発明と共に使用できる１つのこのようなロックホィール組立体は、引
用によって本明細書に組み込まれている米国特許第５５２９２５８号およびＥＰ特許第０
２２８７２９号に開示されている。
【００１７】
トーションバー５０の端部構造部５２ａはつめ車組立体８０にしっかりと固定されている
。この組立体は、つめ車本体８２と、歯８５を有するロックホィールまたはつめ車８４を
備えている。つめ車本体は、トーションバー５０のスプライン５６ａに係合する内部スプ
ライン８８を有する管状部８６を備えている。ロックホィールは、本体８２の一部であっ
てもよく、または図示のように、本体８２に杭で固定された独立した部品であってもよい
。つめ車本体は、フレームの開口２８ａ内に受容され、ブッシュ９０によって支持されて
いる。ロック歯止め９２は、フレームの側面２４ａ上に回転するように支持されており、
乗物センサまたはウェブセンサの作動に応答してロックホィール８４の歯８４に係合する
位置に移動可能である。
【００１８】
ロックホィール組立体８０は、スプール３０の回転の角加速度を検知するように結合され
たウェブセンサ２２０を備えている。図示のように、ウェブセンサは、速度（ロックされ
る前）がスプールの速度に等しいロックホィール組立体を介してトーションバー５０に結
合されている。ロックホィール組立体は乗物センサ２２２をさらに備えている。上述のよ
うに、ウェブセンサと乗物センサの具体的な実現形態には様々な形態があるが、このこと
は当該技術分野で知られている。乗物センサまたはウェブセンサが作動させられたときは
いつでも、ロック歯止め９２は公知の機構を介してロックホィール８４にロック係合され
る。
【００１９】
リトラクタ２０の動作は一般的に、上記で概略的に説明した動作と同じである。衝突の間
、トーションバー５０の端部５２ａがさらに回転するのがロックされ、乗物に乗っている
人が移動するか、または前方への移動を試みたときにシートベルトに荷重が加えられる。
乗物に乗っている人による荷重は、トーションバーのばね端部５２ｂが回転させられたと
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される。乗物に乗っている人による荷重が増大すると、スプール３０とトーションバーが
反力に抗して回転し、それによってシートベルト３６が伸ばされ、乗物に乗ってる人が規
制されながら前方に移動することが可能になる。
【００２０】
従来技術では、エネルギーを吸収するシートベルトリトラクタを一定力リトラクタと呼ん
でいる。この名称はおそらく、トーションバーやクラッシュリングのようなエネルギー吸
収装置が塑性領域へと変形させられたときに得られる理論的な一定の塑性反トルク（また
は力）を指すものである。この一定のトルクが例えばトーションバーで発生すると、この
力はリトラクタのスプールに伝達され、次にシートベルトに伝達される。しかし、概ね一
定の反力を与えるリトラクタを作製することが目標である場合、完全なトーションバーを
使用してもこれは可能にならない。このことは以下から理解される。シートベルト上の反
力Ｆは、定常状態で、０．５＊Ｄ＊Ｔに等しく、ここで、Ｆはベルトで測定される反力で
あり、Ｄはスプールと、その上にある、シートベルト帯ひものロールとを加えた有効直径
であり、Ｆはトーションバーによって発生する反トルクである。乗物に乗っている人がス
プールに荷重を加えると、トーションバーはねじれ始め、反トルクを発生する。しかし、
スプールがねじれると、より多くのシートベルト帯ひもがスプールから伸ばされ、有効直
径Ｄが小さくなる。したがって、トルクＴが一定であったとしても、ベルトの反力は、ス
プールから取り出されたベルトに応じて変わる。
【００２１】
　図６は、９５百分位数のハイブリッドＩＩＩダミーと上述のトーションバーリトラクタ
を用いた衝突シミュレーションに関する試験データである。この試験データは、本発明を
用いたリトラクタが、顕著に一定な反力を発生できることを示している。この試験の前に
、シートベルト帯ひもを、約３～４層のシートベルトがスプール上に巻かれたまま残るよ
うにリトラクタから引き出し、ダミーの周りにしっかりと固定した。試験の前の有効直径
はＤ＝Ｄｓ＋Ｄｗであった。ここで、Ｄｓは、４１ｍｍであるスプールの固定直径であり
、Ｄｗは、スプール上に残された３～４層のシートベルトによる追加幅寸法である。この
試験条件では、Ｄ＝５０ｍｍであった。使用されたシートベルトは、伸びが約６％であり
、厚さが約１．２７ｍｍである一般的な織ポリエステルシートベルト材料であった。結果
として得られた組合せによって、ほぼ一定の反力が得られた。
【図面の簡単な説明】
【図１】　理想化されたトーションバーと、円形断面を有する一般的なトーションバーの
トルク変位曲線を示す図である。
【図２】　図２は、冷間成形され、焼きなまされたトーションバーのトルク変位曲線を示
す試験データを示す図であり、図２ａは、冷間成形され、焼きなまされ、事前にねじられ
たトーションバーに関する試験データを示す図である。
【図３】　様々な完成ステップでのトーションバーを示す図である。
【図４】　トーションバーの端面平面図である。
【図５】　本発明のトーションバーを組み込んだシートベルトリトラクタを示す図である
。
【図６】　ベルトの力の曲線を時間と対比して示す図である。
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